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税務の
そこが知りたい
役場賦課係☎42局2111番

確定申告医療費
控除の解説です

①「従来の医療費控除」及び②「セルフメディケーション税制」は、選択適用となります。
選択した控除は、更正の請求や修正申告において変更することができません。

医療費控除の計算方法

※医療費控除の金額が０円以下の場合は対象外です。
※医療費控除の金額の上限は 200万円です。

（スイッチ OTC 医薬品購入金額 － 保険金等による補てん金額） － １万２千円

※控除を受けるためには、申告する人が健康の維持増進及び疾病の予防への取組を行い、その取組を
行ったことを明らかにする書類の添付が必要です。（例：健康診断結果通知書（写）、予防接種領収
書等）
※控除額の上限は８万８千円です。
※対象の医薬品にはセルフメディケーション税制の対象である旨のマークが掲載されています。

総所得金額等が
200万円以上の場合 （医療費の合計 － 保険金等による補てん金額） － 10 万円

総所得金額等が
200万円未満の場合 （医療費の合計 － 保険金等による補てん金額） － （総所得金額等× 0.05）

①従来の医療費控除

②セルフメディケーション税制による特例（スイッチOTC薬控除）

【ご注意】
◆申告の前には、支払った金額を計算した「医療費控除の明細書」を必ず準備してください。医療費の領収書の
添付または提示は必要ありません。ただし、税務署から明細書の記入内容の確認のため提示または提出を求め
られる場合がありますので５年間の保存が必要です。

◆保険者が発行する医療費通知書（医療費のお知らせ等）で控除を申告することができます。医療費通知書を使
用する場合は、通知書に記載された自己負担額のほか、実際に支払った医療費の額を医療費明細書に記載しま
すので、領収書でご確認ください。

◆インフルエンザなどの予防接種の費用や一般的な近視矯正用のメガネやコンタクトレンズなどは対象外です。
また、おむつ代について医療費控除を受ける場合は、医師が発行した「おむつ使用証明書」を一緒に提出して
ください。おむつ代について医療費控除を受けるのが２年目以降の人は「おむつ使用証明書」に代わるものと
して「おむつ使用の確認書」を発行できます。詳しいことは役場福祉人権課高齢者支援係までお問い合わせく
ださい。

SupportCOMMENT

あなたや生計を共にしている家族のために、令和３年１月１日か
ら 12月 31 日までに実際に支払った医療費があるときは、計算した
金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
医療費控除とは支払った医療費が返ってくるものではありませ
ん。また、対象とならない医療費もありますのでご注意ください。

療費控除の確定申告!!
準備はお早めに医
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今
月
の
納
税
・
納
付

●
国
民
健
康
保
険
税
︱
第
７
期

分
●
固
定
資
産
税
︱
第
３
期
分

●
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
︱

第
６
期
分

納
期
限
は
12
月
27
日
（
月
）

で
す
。
納
期
限
を
過
ぎ
る
と

督
促
状
を
送
付
し
ま
す
。
督

促
手
数
料
は
１
通
に
つ
き

１
０
０
円
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

▽
税
＝
役
場

税
務
住
民
課
収
納
係
▽
保

険
料
＝
役
場
保
険
健
康
課

公
費
医
療
係
ま
で

ス
ト
ッ
プ
滞
納
�

県
下
一
斉
徴
収
強
化
月
間

町
で
は
、
福
岡
県
及
び
県

内
市
町
村
と
連
携
し
、
個
人

住
民
税
を
は
じ
め
と
す
る
地

方
税
の
徴
収
率
の
向
上
と
滞

納
の
縮
減
を
図
る
た
め
、
12

月
を
「
県
下
一
斉
徴
収
強
化

月
間
」
と
位
置
づ
け
、
県
下

一
斉
に
広
報
に
よ
る
納
税
推

進
、
滞
納
者
に
対
す
る
催
告

の
強
化
、
差
押
、
捜
索
等
の

滞
納
処
分
の
強
化
な
ど
さ
ま

ざ
ま
な
徴
収
対
策
に
取
り
組

ん
で
い
ま
す
。
こ
の
機
会
に
、

納
め
忘
れ
の
税
金
が
な
い
か

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
ま
で

納
税
・
納
付
は

確
実
な
口
座
振
替
で

個
人
が
納
め
る
町
税
や
保

険
料
は
、
口
座
振
替
に
す
る

と
金
融
機
関
へ
行
く
手
間
が

い
ら
ず
、
納
め
忘
れ
も
な
く

て
安
心
で
す
。
毎
月
15
日
ま

で
に
手
続
き
を
す
れ
ば
翌
月

の
納
付
期
限
か
ら
口
座
振
替

が
で
き
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利

用
く
だ
さ
い
。
口
座
振
替
依

頼
書
は
町
内
の
金
融
機
関
や

役
場
税
務
住
民
課
・
保
険
健

康
課
に
あ
り
ま
す
。

●
必
要
な
も
の　

納
税
通
知

書
、
通
帳
、
通
帳
届
出
印

●
取
引
金
融
機
関　

直
鞍
農

業
協
同
組
合
、
福
岡
ひ
び

き
信
用
金
庫
、
福
岡
銀
行
、

西
日
本
シ
テ
ィ
銀
行
、
ゆ
う

ち
ょ
銀
行

●
振
替
日　

毎
月
25
日
（
金

融
機
関
が
休
み
の
場
合
は

次
の
営
業
日
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
税
務

住
民
課
収
納
係
・
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
ま
で

今
月
の
補
聴
器
相
談
日

12
月
の
補
聴
器
相
談
が
次

の
と
お
り
行
わ
れ
ま
す
。

た
だ
し
、
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
状
況
に

よ
っ
て
、
今
後
の
日
程
が
変

更
ま
た
は
中
止
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

●
役
場
で
の
相
談　

▽
と
き

＝
12
月
３
日
（
金
）
午
後

１
時
か
ら
２
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）
▽

と
き
＝
12
月
９
日
（
木
）

午
前
11
時
か
ら
正
午
ま
で

（
九
州
リ
オ
ン
）
▽
と
き
＝

12
月
22
日
（
水
）
午
後
１

時
か
ら
２
時
ま
で
（
小
倉

補
聴
器
）

※
役
場
で
の
相
談
は
、受
付
順

の
番
号
札
を
配
布
し
ま
す
。

●
く
ら
て
病
院
で
の
相
談
　

▽
と
き
＝
12
月
２
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
４
時
30
分

ま
で
（
九
州
リ
オ
ン
）
▽

と
き
＝
12
月
23
日
（
木
）

午
後
２
時
か
ら
５
時
ま
で

（
あ
そ
う
補
聴
器
）
▽
と
き

＝
12
月
28
日
（
火
）
午
後

２
時
か
ら
４
時
ま
で
（
九

州
補
聴
器
セ
ン
タ
ー
）

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉

人
権
課
福
祉
係
ま
た
は
く

ら
て
病
院
ま
で

社
会
福
祉
協
議
会
の

無
料
法
律
相
談

野
中
・
西
村
法
律
事
務
所

の
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律

相
談
が
行
わ
れ
ま
す
。
受
付

は
７
人
ま
で
で
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、

来
場
す
る
場
合
は
、
マ
ス

ク
等
着
用
の
感
染
予
防
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
と
き　

12
月
10
日
（
金
）
▽

受
付
（
順
番
の
抽
選
）
＝
午

後
０
時
45
分
か
ら
▽
相
談
＝

午
後
１
時
か
ら
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

ひ
と
り
で
悩
む
前
に


心
配
ご
と
相
談
へ
ど
う
ぞ

直
方
法
務
局
の
職
員
、
人

権
擁
護
委
員
、
行
政
相
談
委

員
の
皆
さ
ん
が
、
あ
な
た
の

悩
み
に
お
答
え
し
ま
す
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
の
拡
大
防
止
の
た
め
、

来
場
す
る
場
合
は
、
マ
ス

ク
等
着
用
の
感
染
予
防
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
と
き　

12
月
17
日
（
金
）

▽
受
付
＝
午
後
０
時
45
分

か
ら
▽
相
談
＝
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー

●
問
い
合
わ
せ
　
社
会
福
祉

協
議
会
ま
で

税
等

日 月 火 水 木 金 土
１ 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

☎ 問い合わせ先 ☎

くく
ら
しのの
情情
報報

Calendar
2021 12

くらしの情報

相
談

●鞍手町役場…42局2111番
　　　（FAX…42局 5693 番）

●中央公民館…42局7200番
●教育課…42局7200番

●歴史民俗博物館…42局3200番
●総合福祉センター…42局8811番
●社会福祉協議会…42局7800番
●地域包括支援センター…43局3019番

●上下水道課…42局0408番
●中央浄水場…42局0417番
●くらて病院…42局1231番
●鞍寿の里…42局1233番
●鞍手駅…42局5563番

●火災の発生状況…32局3211番
●防災無線内容確認…43局1550番



ひ
と
り
親

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の

養
育
費
相
談
・
法
律
相
談

ひ
と
り
親
家
庭
等
を
対
象

に
、
養
育
費
相
談
や
法
律
相

談
を
行
っ
て
い
ま
す
。
来
所

相
談
が
困
難
な
場
合
や
相
談

内
容
に
よ
っ
て
、
弁
護
士
相

談
ク
ー
ポ
ン
（
１
時
間
無
料

相
談
券
）
を
発
行
し
ま
す
。

離
婚
協
議
中
の
場
合
も
ご
相

談
い
た
だ
け
ま
す
。

●
養
育
費
相
談　

養
育
費
に
関

す
る
こ
と
▽
相
談
方
法
＝
電

話
相
談

●
法
律
相
談　

養
育
費
の
取

り
決
め
や
履
行
確
保
、
遺
産

相
続
な
ど
▽
と
き
＝
毎
月

第
１
水
曜
日
は
午
後
１
時

か
ら
３
時
ま
で
、毎
月
第
２
・

４
水
曜
日
は
午
後
６
時
30

分
か
ら
８
時
30
分
ま
で
▽

相
談
方
法
＝
来
所
相
談
▽
定

員
＝
４
人
（
先
着
順
）

●
問
い
合
わ
せ　

ひ
と
り
親
サ

ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
飯
塚
ブ
ラ

ン
チ
☎
（
０
９
４
８
）
２
１

局
０
３
９
０
番
ま
た
は
春

日
セ
ン
タ
ー
☎
（
０
９
２
）

５
８
４
局
３
９
３
１
番
ま
で

ご
家
庭
の

困
り
ご
と
に
つ
い
て

い
っ
し
ょ
に
考
え
ま
す

12
月
の
子
ど
も
支
援
オ

フ
ィ
ス
に
よ
る
巡
回
相
談
を
、

次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

●
と
き
　
12
月
15
日
（
水
）

●
受
付
方
法
（
予
約
制
）　
電

話
ま
た
は
窓
口
に
て
予
約

●
相
談
時
間
　
▽
①
＝
午
後

１
時
か
ら
２
時
30
分
ま
で

▽
②
＝
午
後
２
時
30
分
か

ら
４
時
ま
で

●
と
こ
ろ
　
役
場

●
問
い
合
わ
せ
　
役
場
福
祉
人

権
課
福
祉
係
ま
で

第
73
回
人
権
週
間
及
び

県
内
一
斉
無
料
電
話
相
談

12
月
４
日
か
ら
10
日
ま
で

の
１
週
間
は
「
第
73
回
人
権

週
間
」
で
す
。
家
庭
内
の
も

め
ご
と
や
隣
近
所
と
の
ト
ラ

ブ
ル
、
い
じ
め
や
差
別
な
ど
、

悩
み
や
困
り
ご
と
が
あ
っ
た

ら
、
ど
ん
な
さ
さ
い
な
こ
と

で
も
、
一
人
で
悩
ま
ず
お
電

話
く
だ
さ
い
。
人
権
擁
護
委

員
と
法
務
局
職
員
が
無
料
で

相
談
に
応
じ
ま
す
。
秘
密
は

厳
守
さ
れ
ま
す
の
で
、
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
と
き
　
12
月
５
日
（
日
）

午
前
９
時
か
ら
午
後
５
時

ま
で

●
相
談
方
法　
（
０
１
２
０
）

８
８
９
局
４
０
５
番
に
電
話

※
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
か
ら
も
ご
利
用
で
き
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
法
務
局

直
方
支
局
☎
（
０
９
４
９
）

２
２
局
１
１
４
４
番
ま
で

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

ふ
れ
あ
い
棟
の
休
館
日

総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
勤
労

者
ふ
れ
あ
い
棟
（
体
育
館
）
の

12
月
及
び
年
末
年
始
の
休
館
日

は
、次
の
と
お
り
で
す
。
な
お
、

19
日
は
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー
全

館
が
休
館
日
と
な
り
ま
す
。

●
休
館
日　

６
日
（
月
）、
13

日
（
月
）、
19
日
（
日
）、

20
日
（
月
）、
27
日
（
月
）

●
年
末
年
始
の
休
館
日　

12

月
29
日
（
水
）
か
ら
令
和
４

年
１
月
３
日
（
月
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

社
会
福
祉
協

議
会
ま
で

町
議
会
の
傍
聴
に
つ
い
て

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
症
対
策
の
た
め
、
町
議
会

の
傍
聴
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
と
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
す
。

●
入
場
時　

咳
、
発
熱
や
体

調
不
良
等
の
症
状
が
あ
る

場
合
は
、
傍
聴
を
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。
ま
た
、
手
指

消
毒
、
マ
ス
ク
着
用
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
開
会
時
間　

午
後
1
時
。
正

午
か
ら
受
付
開
始

●
定
員　

10
名

●
一
般
質
問　

12
月
６
日（
月
）、

７
日（
火
）。た
だ
し
、一
般

質
問
が
６
日
で
終
了
し
た

場
合
は
、７
日
は
休
会

●
議
案
質
疑　

12
月
８
日（
水
）

※
議
会
日
程
が
変
更
に
な
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。
変
更
が
生

じ
た
場
合
は
、町
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
等
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

鞍
手
町
議
会

事
務
局
（
役
場
内
）
ま
で

年
末
年
始
は

す
ま
い
る
バ
ス
、

も
や
い
タ
ク
シ
ー
を

運
休
し
ま
す

年
末
年
始
に
あ
た
る
次
の

期
間
中
は
、
す
ま
い
る
バ
ス
、

も
や
い
タ
ク
シ
ー
を
全
便
運

休
し
ま
す
。

●
期
間　

12
月
31
日
（
金
）

か
ら
令
和
４
年
１
月
３
日

（
月
）
ま
で

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
地
域
振

興
課
都
市
交
通
係
ま
で

県
営
住
宅
の

入
居
者
を
募
集
し
ま
す

福
岡
県
住
宅
供
給
公
社
で

は
次
の
と
お
り
、
県
営
住
宅

の
入
居
者
を
募
集
し
ま
す
。

●
募
集
案
内
配
布　

福
岡
県

住
宅
供
給
公
社
筑
豊
管
理

事
務
所
直
方
出
張
所
、
役

場
建
設
課
な
ど
で
配
布
し

て
い
ま
す（
12
月
17
日（
金
）

ま
で
）

●
申
込
締
切　

12
月
17
日（
金
）

2021.12−12

お
知
ら
せ

くらしの情報

寒さが厳しくなると水道管が凍結し、破裂
する恐れがあります。露出した水道管には、
図１のように寝る前に糸が引く程度に水を流
したままにする、保温チューブを巻くなどし
て凍結を予防しましょう。また、メーターボッ
クス内の凍結予防には、図２のようにビニー
ル袋に布や新聞紙を丸めたものを詰めるのが
効果的です。
水道管が凍って水が出なくなった場合は、

ぬるま湯をゆっくりかけて溶かしてください。
熱湯をかけると、破損してしまう恐れがあり
ますので、ご注意ください。
●問い合わせ　役場上下水道課上水道工務係
まで

凍結した水道管には「熱湯厳禁�」

水道管の凍結に
備えましょう

（図１） （図２）

広報くらてに広告を掲載しませんか。
◉掲載料（１か月あたり）
　▶全一段（縦43㎜×横187㎜）…１万円
　▶半一段（縦43㎜×横 91㎜）…５千円
◉申し込み期限　発行日（毎月１日）の40日前まで
◉掲載の可否　事前審査により決定
◉申込み・問い合わせ　役場政策推進課政策推進班まで

募集募集します
します!!!!



13− 12 . 2021

くらしの情報

●
問
い
合
わ
せ　

福
岡
県
住
宅

供
給
公
社
県
営
住
宅
管
理

部
管
理
課
☎
（
０
９
２
）

７
８
１
局
８
０
２
９
番
ま

で
危
険
な
ブ
ロ
ッ
ク
塀
等
の

撤
去
費
用
を
補
助
し
ま
す

倒
壊
の
危
険
性
が
高
い
ブ

ロ
ッ
ク
塀
等
の
撤
去
を
行
う

人
に
対
し
、
撤
去
に
か
か
る

費
用
の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

●
対
象
要
件　

町
内
の
道
路

に
面
す
る
高
さ
が
１
メ
ー

ト
ル
以
上
の
ブ
ロ
ッ
ク
塀

を
撤
去
す
る
工
事

※
要
件
は
こ
の
ほ
か
に
も
あ

り
ま
す

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
建
設
課

建
築
係
ま
で

自
衛
官
等
採
用
試
験
を

行
い
ま
す

自
衛
隊
飯
塚
地
域
事
務
所

で
は
、
次
の
と
お
り
採
用
試

験
を
行
い
ま
す
。

●
高
等
工
科
学
校
（
一
般
）　

▽

受
付
締
切
＝
令
和
４
年
１
月

14
日
（
金
）
▽
試
験
期
日

（
予
定
）
＝
令
和
４
年
１
月

22
日
（
土
）
及
び
23
日
（
日
）

▽
試
験
会
場
＝
部
外
施
設

予
定

●
第
５
回
自
衛
官
候
補
生　

▽

試
験
期
日
（
予
定
）
＝
令
和

４
年
１
月
30
日
（
日
）
及
び

31
日
（
月
）

※
自
衛
官
候
補
生
の
試
験
は
、

第
４
回
試
験
ま
で
に
採
用

予
定
人
数
が
上
限
に
達
し

た
場
合
は
中
止

※
応
募
資
格
等
、
詳
細
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い

●
問
い
合
わ
せ　

自
衛
隊
飯
塚

地
域
事
務
所
☎（
０
９
４
８
）

２
２
局
４
８
４
７
番
ま
で

12
月
３
日
か
ら
９
日
は

障
害
者
週
間
で
す

「
障
害
者
週
間
」
は
広
く
障

が
い
者
福
祉
に
つ
い
て
の
関

心
と
理
解
を
深
め
る
と
と
も

に
、障
が
い
者
が
社
会
、経
済
、

文
化
そ
の
他
あ
ら
ゆ
る
分
野

の
活
動
に
参
加
す
る
こ
と
を

促
進
す
る
た
め
、
障
害
者
基

本
法
に
よ
り
設
け
ら
れ
て
い

ま
す
。

障
害
者
週
間
期
間
中
は
、

福
祉
人
権
課
福
祉
係
窓
口
に

て
啓
発
物
の
配
付
を
行
っ
て

い
ま
す
。

※
啓
発
物
に
は
数
に
限
り
が

あ
り
ま
す

給
水
装
置
の
指
定
工
事

事
業
者
を
追
加
（
新
規
）

し
ま
し
た

水
道
管
の
新
設
や
増
設
な

ど
給
水
装
置
の
工
事
を
行
う

事
業
者
に
、
申
請
の
あ
っ
た

次
の
１
社
を
追
加
指
定
し
ま

し
た
。
水
道
工
事
は
町
が
指

定
し
た
工
事
事
業
者
し
か
で

き
ま
せ
ん
。

●
ハ
ナ
ム
ラ
住
設
（
新
規
）
▽

住
所
＝
遠
賀
郡
遠
賀
町
田

園
三
丁
目
30
番
２
号
▽
電

話
＝
（
０
９
３
）
２
９
３
局

７
９
４
４
番

ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を

利
用
し
て

介
護
予
防
に
努
め
よ
う

自
分
の
ペ
ー
ス
で
介
護
予

防
運
動
に
取
り
組
む
こ
と
を

き
っ
か
け
と
し
た
事
業
で
す
。

指
定
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
を

利
用
す
る
対
象
者
に
継
続
し

た
12
か
月
間
に
限
り
月
額
利

用
料
の
半
分
、
３
千
円
を
上

限
と
し
て
助
成
し
ま
す
。

●
対
象
者　

次
の
条
件
に
該

当
す
る
人
▽
①
＝
町
内
在

住
で
65
歳
以
上
の
人
▽
②

＝
介
護
保
険
料
を
滞
納
し

て
い
な
い
人
▽
③
＝
地
域

包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
主
催

の
運
動
教
室
に
参
加
し
て

い
な
い
人
▽
④
＝
介
護
保

険
、
総
合
事
業
対
象
者
の

認
定
が
な
い
人

●
利
用
可
能
な
ス
ポ
ー
ツ
ク

ラ
ブ　

直
方
ア
ク
ア
メ
ッ

ツ
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ
ブ
（
直

方
市
大
字
頓
野
３
８
６
８

番
地
）

●
利
用
方
法　
「
利
用
申
請
書
」

を
受
け
取
り
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
に
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。
利
用
申
請

書
を
確
認
後
、
後
日
「
事

業
対
象
者
証
明
書
」
を
郵

送
し
ま
す
の
で
、
証
明
書

を
対
象
の
ス
ポ
ー
ツ
ク
ラ

ブ
に
提
出
し
、
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

※
「
利
用
申
請
書
」
は
、
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
窓

口
、
役
場
福
祉
人
権
課
高

齢
者
支
援
係
窓
口
で
受
け

取
り
、
ま
た
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い

●
問
い
合
わ
せ　

地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
☎
４
３
局

３
０
１
９
番
ま
で

事業者の皆さんへ
衛生用品・備品の

購入費用を一部補助します
新型コロナウイルス感染症対策事業

町では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止
のために、事業に必要なマスク・消毒液など衛生
用品や空気清浄機などの備品を購入した場合の費
用の一部を次のとおり補助します。
●対象者　中小企業・農業事業者、医療・福祉事
業者など（個人・法人は問いません）

●補助の要件　①現に事業を営んでいる事業者
（鞍手町内に住民登録があり町外で事業を営ん
でいる者を含む）②購入した消耗品などが国や
県など他の補助金を受けていないこと　など

●購入対象期間　令和３年４月１日から令和４年
１月 31 日まで

●補助額　購入費（消費税および地方消費税を除
く）の５分の４。補助額の上限は５万円

●申請期間　令和３年 11 月１日から令和４年１
月 31 日まで

●問い合わせ　申請方法は、町のホームページを
ご確認ください。詳しいことは、役場地域振興
課（中小企業・農業事業者）、福祉人権課（福
祉事業者）、保険健康課（医療事業者）まで



国
民
健
康
保
険
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

医
療
機
関
窓
口
で
の
支
払

い
が
自
己
負
担
限
度
額
ま
で

と
な
る
「
限
度
額
適
用
認
定

証
」・「
限
度
額
適
用
・
標
準

負
担
額
減
額
認
定
証
」
は
、

外
来
診
療
で
も
使
え
ま
す
。

も
し
、
入
院
や
高
額
な
外
来

診
療
が
決
ま
っ
た
と
き
は
、

早
め
に
交
付
の
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
各
認

定
証
は
国
民
健
康
保
険
税
の

納
め
忘
れ
が
あ
る
場
合
に
は

交
付
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、
保

険
税
は
必
ず
納
期
限
内
に
納

め
ま
し
ょ
う
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
国
保
年
金
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

国

民
健
康
保
険
証
・
住
民
税

非
課
税
世
帯
の
人
で
、
過

去
一
年
間
に
90
日
を
超
え

る
入
院
が
あ
っ
た
人
は
、

入
院
期
間
が
確
認
で
き
る

書
類
（
領
収
書
な
ど
）

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

国
民
健
康
保
険
か
ら

社
会
保
険
へ
加
入

14
日
以
内
に
必
ず
届
出
を

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
世
帯
の
全
員
、
ま
た

は
そ
の
一
部
の
人
に
異
動
が

あ
っ
た
場
合
、
14
日
以
内
に

役
場
へ
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
を
忘
れ
た
り
、
遅
れ

た
り
す
る
と
後
で
医
療
費
を

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

75
歳
に
な
る
前
に

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
で
き
ま
す

一
定
の
障
が
い
が
あ
る
65

歳
以
上
74
歳
以
下
の
人
は
、
申

請
す
る
と
後
期
高
齢
者
医
療

制
度
に
加
入
で
き
ま
す
。
後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
に
な
る
か
な
ら
な
い
か

に
よ
り
、
加
入
す
る
医
療
保

険
、
保
険
料
、
一
部
負
担
割
合

な
ど
が
異
な
り
ま
す
。
詳
細

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

後
期
高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
皆
さ
ん

入
院
す
る
と
き
や

高
額
な
外
来
診
療
は

前
も
っ
て
手
続
き
を

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に

加
入
し
て
い
る
人
で
、
世
帯

員
全
員
が
住
民
税
非
課
税
の

場
合
、
入
院
し
た
と
き
の
食

事
代
や
入
院
、
外
来
診
療
で

の
窓
口
負
担
額
が
自
己
負
担

限
度
額
ま
で
で
済
む
限
度
額

適
用
認
定
証
・
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
を
発
行
し
ま
す
。

ま
た
、
窓
口
負
担
が
３
割

で
、
課
税
所
得
が
６
９
０
万

円
未
満
の
被
保
険
者
が
い
る

場
合
に
は
限
度
額
適
用
認
定

証
を
発
行
し
ま
す
。
こ
の
認

定
証
は
、
申
請
し
た
月
の
１

日
か
ら
し
か
使
え
ま
せ
ん
の

で
、
入
院
ま
た
は
高
額
な
外

来
診
療
が
決
ま
っ
た
と
き
は

前
も
っ
て
交
付
の
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。
す
で
に
認

定
証
を
持
っ
て
い
る
場
合
は
、

記
載
さ
れ
て
い
る
有
効
期
限

ま
で
外
来
診
療
に
も
使
う
こ

と
が
で
き
ま
す
。

●
申
請
場
所　

役
場
保
険
健

康
課
公
費
医
療
係
窓
口

●
申
請
に
必
要
な
も
の　

後

期
高
齢
者
医
療
制
度
の
保

険
証

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
公
費
医
療
係
ま
で

医
療
費
の
お
知
ら
せ
が

確
定
申
告
に

使
用
で
き
ま
す

「
医
療
費
の
お
知
ら
せ
」
を

知
っ
て
い
ま
す
か
。
国
民
健
康

保
険
の
加
入
者
の
皆
さ
ん
に

は
、２
か
月
毎
に
受
診
内
容（
受

診
年
月
、
医
療
機
関
の
名
称
、

医
療
費
の
額
な
ど
）
を
は
が
き

で
お
知
ら
せ
し
て
い
ま
す
。「
医

療
費
の
お
知
ら
せ
」
は
、
確
定

申
告
の
医
療
費
控
除
を
行
う
と

き
に
使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

な
お
、
令
和
３
年
11
月
と
12
月

診
療
分
は
、
２
月
下
旬
に
発
送

予
定
で
す
。
早
め
に
確
定
申
告

す
る
人
は
、領
収
書
等
を
基
に
、

11
月
・
12
月
分
の
医
療
費
明
細

書
を
作
成
し
ま
し
ょ
う
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
保
険

健
康
課
国
保
年
金
係
ま
で

税
金
等
の
納
め
忘
れ
は

あ
り
ま
せ
ん
か
？

定
住
促
進
奨
励
金

定
住
促
進
奨
励
金
は
、
申
請

者
や
同
居
の
世
帯
員
が
町
に
納

め
る
税
金
等
（
※
）
に
未
納
が

あ
る
と
交
付
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
。
定
住
促
進
奨
励

金
を
申
請
し
た
人
は
、
納
め
忘

れ
が
な
い
か
今
一
度
ご
確
認
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
期
限
が
来
て

い
な
い
税
金
等
に
つ
い
て
も
必

ず
期
限
内
で
の
納
付
を
お
願
い

し
ま
す
。

※
「
税
金
等
」
と
は
、
税
金

や
保
育
所
利
用
者
負
担
額
、

給
食
費
、
水
道
料
金
な
ど
、

町
に
納
め
る
す
べ
て
の
お

金
で
す
。

●
問
い
合
わ
せ　

役
場
地
域

振
興
課
都
市
交
通
係
ま
で

ひ
と
り
親
家
庭
の

就
業
を
支
援
し
ま
す

ひ
と
り
親
家
庭
ま
た
は
か

つ
て
母
子
家
庭
だ
っ
た
寡
婦

の
人
を
対
象
に
就
業
支
援
講

習
（
パ
ソ
コ
ン
・
ビ
ジ
ネ
ス

養
成
科
）
を
行
い
ま
す
。

●
と
き　

令
和
４
年
１
月
６

日
（
木
）
か
ら
２
月
28
日

（
月
）
ま
で
の
月
曜
日
と
木

曜
日
。
た
だ
し
１
月
10
日

を
除
く

●
定
員　

10
名

　

2021.12−14

くらしの情報

　休日の夜間の体調不良は
急患センターへ

●問い合わせ　直鞍急患センター
☎２８局２８４０番まで

診療日 診療科目
土曜・日曜・祝日

午後６時から11時まで
小児科
内　科

第２、第４日曜
午前９時から午後６時まで 小児科

診療時間は、午前９時から午後５時までで
す。休日在宅医は、変更になることもあり
ますので、事前に電話でご確認ください。

休日
在宅医

直方鞍手医師会ホームページよりご確認
いただけます。
http://chokuan-medical.jp/
touchoku/touchoku.cgi

のおおがた警警察署だよより

町内の
交通事故
発生状況

【10 月中】 【累　計】
件 数   4 件（－12） 件 数 252 件（－16）

死 者 00人（±10） 死 者 220人（±10）

傷 者   5 人（－14） 傷 者 65 人（－14）

直方警察署管内での犯罪発生状況
【10 月中】 【累 計】

（かっこ内は前年比）

● とき　１月 12 日（水）
午前 10 時から午後４
時まで（受付は午後３
時まで）

● ところ　中間市役所別館
● 問い合わせ　福岡県交通事故相談所
　☎（０９２）６４３局３１６８番まで

巡回
交通事故

相談

刑法犯総数 35 件（－25） 刑法犯総数 494 件（+17）

自転車盗 4 件（－ 2） 自転車盗 47 件（+19）

万引き 7 件（－ 6） 万引き 69 件（－15）

住居対象侵入窃盗 3 件（－ 1） 住居対象侵入窃盗 46 件（－13）
（かっこ内は前年比）
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15− 12 . 2021

くらしの情報

愛の
贈
り
も
の

年末年始期間は、ゴミとし尿の収集日
が次のとおり変わります。お間違えのな
いようご注意ください。
●固形燃料用（燃える）ゴミ　▷月・木
曜日の収集地区＝１月３日（月）の収集
はありません▷火・金曜日の収集地区＝
12月31日（金）の収集はありません

●燃えないゴミ・粗大ゴミ　▷弥生・弥
生促進地区＝１月１日（土）の収集を
12月 25日（土）に変更します

●ビン・カン類　全地区変更ありません
●ペットボトル　▷西川・古月地区＝１
月１日（土）の収集を12月 25日（土）
に変更します

●し尿　▷剣・古月地区＝12月30日（木）
の午後から１月３日（月）までお休み
します▷西川地区＝12月 30日（木）
から１月３日（月）までお休みします
※来客が多く汲み取りが心配される場
　合は事前に業者にご相談ください

●問い合わせ　役場農政環境課生活環
境係まで

収集日をお間違いなく�

年末年始は
ごみとし尿の
収集日が変わります

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

セレモニー・ホール

鞍心館
◆信頼・・・３５年以上のの経験！
◆真心・・・心のこもったお葬儀を！
◆安心・・・無理のないプランを！あん　　しん　　かん

鞍手町小牧2084-1（旧ダイヤブック）

（有）花六葬儀社
問合せ先

鞍手町大字中山3024-42（昭和通り）

0 1 2 0 - 4 1 - 8 7 6 9

※入会金（1万円）のみの
　　　　　　『鞍心会員』募集中！！

40

療育里親募集中�

令和３年９月、児童養護施設「報恩母の家」（岡
垣町）の中に、福岡県の委託事業として、新しく
里子・里親支援の事業が始まりました。
様々な事情により生まれた家庭で生活できない
子どもたちがいます。そのような子どもたちが安
心・安全に、未来に希望を持って生活できるよう、
愛情深く子どもたちの育ちに寄り添っていただけ
る「養育里親」を募集しています。
●里親制度　里親制度は「子どものための制度」
です▷養育里親＝法的な親子関係を結ばずに、
一定期間家庭の中に子どもを受け入れて育てて
くれる人

●里親になる要件等　特別な資格等は必要あり
ませんが、要件を満たし福岡県の養育里親と
して認定が必要

●問い合わせ　福岡県里親支援機関リンク児童
養護施設報恩母の家☎（０９３）２８２局
０００１番まで
※要件や里親とは何かなど、何でも気軽にお問
い合わせください。

あなたのやさしさが、こどもたちの未来につながっています

その気持ち、こどもたちのために。

養育里親を募集中

里親支援機関
「リンク」 SupportINFORMATION


